
不足額給付２の対象となる可能性があります。

下記給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない

　　　①令和5年度非課税世帯給付金
　　　②令和5年度均等割のみ課税世帯給付金
　　　③令和6年度非課税世帯等給付金

当初調整給付を受給していない 不足額給付２の対象となりません

低所得者世帯支援給付金の
受給対象であった場合、

不足額給付２の対象となりません

令和6年度個人住民税が年額5,500円以下である
（所得割額が発生していない）

定額減税が適用されているため、
不足額給付２の対象となりません

令和6年分所得税額が０円

令和7年1月1日時点で、宇陀市に住所がある
又は個人住民税が宇陀市から課税されている

宇陀市では給付の対象になりませんはい：

令和６年中の合計所得が1,805万円以下である 不足額給付２の対象となりません

令和5年中、令和６年中ともに合計所得が48万円を超える 自身が（青色）事業
専従者である

いいえ：

不足額給付２ 支給要件確認フローチャート

はい

いいえ


